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令和８年度　第２回倉吉市農業委員会会議議事録 

 

１　開催日時　　令和８年５月８日（金）　午後３時００分から午後３時５５分 
 
２　開催場所　　倉吉市役所　第２庁舎３階　会議室３０２ 
 
３　出席委員　　（２６人） 
　　　会長　　２番　山脇　優　委員 
　　　 
　　農業委員 

３番　船越省吾　　委員　　　４番　田村静伸　委員　　　５番　福井章人　委員 
６番　藤井由美子　委員　　　７番　室山恵美　委員　　　８番　吉村年明　委員 
９番　山下賢一　　委員　　１０番　筏津純一　委員　　１１番　堀川理恵　委員 

１２番　數馬　豊　　委員　　１３番　鐵本達夫　委員　　１４番　美田俊一　委員 
１５番　衣笠健一郎　委員　　１６番　松本幸男　委員　　１７番　河野正人　委員 
１８番　原田明宏　　委員　　１９番　早田博之　委員 

　 
農地利用最適化推進委員 

福井満寿美　委員　　山脇賢治　委員　　塚根正幸　委員　　　田倉恭一　委員 
藤原　治　委員　　林　修二　委員　　小谷義則　委員　　山下洋一郎  委員 

  
４　欠席委員　　（２人） 
 １番　髙見美幸　委員　　　秋山美香  委員 
 
５　議事日程 
　　第１　開会 
　　第２　会長あいさつ 
　　第３　議事録署名人の決定 
　　第４　連絡・報告事項 

第５　議事 
議案第４号　農地法第３条の規定による許可申請について 
議案第５号　農地法第５条の規定による許可申請について 
議案第６号　非 農 地 ・ 非 採 草 放 牧 地 現 況 証 明 申 請 に つ い て 
議案第７号　遊 休 農 地 解 消 対 策 事 業 助 成 金 交 付 に 係 る 遊 休 農 地 の 認 定 に つ い て  
議案第８号　倉吉市農業振興地域整備計画の変更について 
議案第９号　農用地利用集積等促進計画について 

 
第６　その他 
 

　　第７　閉会 
 
６　農業委員会事務局職員 
　　　　局長　　　梶本　幸敬 

主幹　　　岩田　寿朗 
主任　　　栗原　雅史 
 

経済観光部農林課職員 
　　　　主任　　　亀村　わか奈 
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７　会議の概要 
(１)　開　会 
事務局 　ただ今より、令和８年度第２回農業委員会会議を開会いたします。初めに会

長あいさつですが、本日は定例会の後に定期総会を控えておりますのでその時

にお願いしたいと思いますのでここでは省略させていただきます。 
 
(２)　会長あいさつ 

（省略） 
 
※　議長選出 
事務局　　　　　この後は農業委員会会議規則第３条により、会長が議長となり会議を進行し

ていただきます。よろしくお願いいたします。 
 
(３)　議事録署名人の決定 
議　長　　　　　それでは本日の議事録署名人ですが、私のほうで指名させていただいてもよ

ろしいでしょうか。 
 

（はいの声） 
 

議　長 　それでは指名をさせていただきます。３番　船越委員、６番　藤井委員に本

日の議事録署名人をお願いいたします。 
 
※　欠席・遅刻届連絡委員の報告 
議　長　　　　  １番　髙見委員は本日お母さんがお亡くなりになったということで急遽欠席

となりました。２４番　秋山委員は参観日のため欠席です。 
 
(４)　連絡・報告事項 
議　長 　それでは（４）連絡報告事項、事務局からお願いします。 
 
事務局　　　　　令和８年度第２回倉吉市農業委員会会議報告及び予定事項でございます。別

紙をご覧ください。（以下事務局説明） 
 
 (５)　議　事 
議　長 　それでは続きまして（５）の議事に入ります。本日の議事について、事務局

より説明をお願いします。 
 
事務局　　　　　それでは本日の議案について説明させていただきます。始めに議案第４号　

農地法第３条の規定による許可申請についてでございます。議案２ページのと

おり番号１の○○地内における売買による所有権移転の申請が１件ございます。 
 　次に議案第５号　農地法第５条の規定による許可申請についてでございます。

議案４ページの記載のとおり１件の申請がございます。○○○○における一般

住宅の建築で、申請地は都市計画用途区域の第１種住居地域に指定されており

ますので、農地区分は第３種農地で、原則許可でございます。 
 　続いて議案第６号　非農地・非採草放牧地現況証明申請についてでございま

す。議案６ページのとおり２件の申請が出ております。 
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 　議案第７号　遊休農地解消対策事業助成金交付に係る遊休農地の認定につい

てですが、議案８ページから９ページのとおり１件の申請がございます。 
 　次に議案第８号　倉吉農業振興地域整備計画の変更についてでございます。

議案１１ページから２０ページまでのとおり倉吉市長から１件の協議が出てお

ります。 
 　議案第９号　農用地利用集積等促進計画については、議案２３ページから３

０ページのとおり１５２件の貸借と、３１ページから３９ページのとおり９件

の所有権移転について協議がございます。本日の議案は以上でございます。 
 
議案第４号　 農地法第３条の規定による許可申請について 
議　長　　　　　それでは議事に入らせていただきます。議案第４号　農地法第３条の規定に

よる許可の申請について、該当委員に係る案件がありますが来られていません

のでそのまま対応させていただきます。それでは議案に対する質疑を求めます。

ありませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので、ただ今の案件につきまして賛成の農業委員の方の挙手を

お願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　はい、ありがとうございました。全員賛成でございますので承認といたしま

す。 
 
議案第５号　 農地法第５条の規定による許可申請について 
議　長　　　　　続きまして、議案第５号　農地法第５条の規定による許可申請について委員

の皆さんにお諮りいたします。本件につきましては、本日午前１０時３０分よ

り当番委員であります早田委員、秋山委員、藤井職務代理、梶本局長、栗原主

任と私の６人で現地の調査に行っておりますので、代表して早田委員より報告

をお願いいたします。 
 

１９番 　現地の調査に行きまして、特に何もありませんでした。 
   
議　長 　はい、ありがとうございました。問題ないということでございます。それで

はただ今の議案に対する質疑を求めます。ありませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので、ただ今の議案につきまして賛成の農業委員の方の挙手を

お願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　はい、ありがとうございました。全員賛成でございますので承認とさせてい

ただきます。 
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議案第６号　 非農地・非採草放牧地現況証明申請について 
議　長　　　　　続きまして、議案第６号　非農地・非採草放牧地現況証明申請について委員

の皆さんにお諮りいたします。本件につきましても、本日午前１０時３０分よ

り当番委員であります早田委員、秋山委員、藤井職務代理、梶本局長、栗原主

任と私の６人で現地の調査に行っておりますので、同じく早田委員より報告を

お願いいたします。 
 

１９番 　この件についても特に問題はありませんでした。 
   
議　長 　はい、報告のとおり問題ないということでございます。それではただ今の議

案に対する質疑を求めます。ありませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので、ただ今の議案につきまして賛成の農業委員の方の挙手を

お願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　はい、ありがとうございました。全員賛成でございますので承認とさせてい

ただきます。 
 
議案第７号　 遊休農地解消対策事業助成金交付に係る遊休農地の認定について 
議　長　　　　　続きまして、議案第７号　遊休農地解消対策事業助成金交付に係る遊休農地

の認定について同じく先ほどのメンバーで現地の調査に行っておりますので、

早田委員より報告をお願いいたします。 
 

１９番 　報告いたします。場所は３ヶ所ございます。最初に○○の○○○○○○○○

については３万円、それと下の３筆○○○ですね、これが１万円。○○○２筆

については２万円が妥当ではないかということです。 
   
議　長 　はい、ただ今早田委員より報告がありました。この方は○○のほうから来て

アパートを借りて住んでおられて、今年まで○○○○○○○○○○○○○で研

修されて自分で畑を借りてこれから作物を作るということです。それではただ

今の議案に対する質疑を求めます。ありませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので、ただ今の議案につきまして賛成の農業委員の方の挙手を

お願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　はい、ありがとうございました。全員賛成でございますので承認とさせてい

ただきます。 
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議案第８号　 倉吉農業振興地域整備計画の変更について 
議　長 　続きまして議案第８号　倉吉農業振興地域整備計画の変更についてお諮りい

たします。事務局、説明してください。 
 
事務局 　議案第８号　倉吉農業振興地域整備計画の変更についてでございます。議案

の１１ページから２０ページまで記載のとおりなんですけれども、県の道路拡

張工事に伴い○○地内の工場への進入路及び駐車場敷地を県が収用することか

ら、代替地として農振農用地の田んぼ１筆を進入路及び駐車場として転用する

ために農振除外するものでございます。以上でございます。 
 
議　長 　はい、ただ今振興地域整備計画の変更について説明がございました。議案に

対する質疑を求めます。ありませんか。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　ないようですので、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　はい、ありがとうございました。全員賛成でございますので承認といたしま

す。 
 
議案第９号　 農用地利用集積等促進計画について 
議　長 　続きまして議案第９号　農用地利用集積等促進計画についてお諮りいたし

ますが、委員の皆さんにお諮りする前に該当委員に係る案件がございますので、

該当委員に係る案件を先に審議させていただくことにご異議ございませんか。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　異議なしということでございますので、進めさせていただきます。農業委員

会等に関する法律第３１条の規定により該当委員の退席を求めます。議案３８

ページ番号１番及び２番の売買関係は議長である私に係る案件でございます

ので、議長を藤井職務代理に交代し、私の案件について審議いただくことにご

異議ございませんか。 
 

（なしの声） 
 
議　長　　　　　異議なしということでございますので、議長を交代させていただきます。 
 

（議長　交代） 
 
　６番 　それでは、２番 山脇委員の案件について審議いたしますので、山脇委員の退

席を求めます。 
 

（山脇委員　退席） 
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　６番 　それでは、山脇委員が退席しましたので３８ページ番号１番及び２番の売買

関係につきまして、事務局より説明をお願いします。 
 
事務局 　３８ページでございます。売買関係でございます。所有権を移転する者、○

○の○○○○さんから公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構に移転して、

次に機構から○○の○○○さんに所有権を移転する計画でございます。移転す

る土地は○○の２筆７，９４６㎡の水田でございます。対価は３５０，０００

円、１０アールあたりですと４４，０４７円でございます。以上でございます。 
　 
６番 　ただ今、山脇委員の案件について事務局より説明がありました。議案に対す

る質疑を求めます。 
 

（なしの声） 
  
６番 　ないようですので、この案件につきまして賛成の農業委員の方の挙手をお願

いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 

６番 　はい、ありがとうございました。挙手多数ということで異議なしと認めこの

案件については承認といたします。それでは山脇委員の入場を求めます。 
 

（山脇委員　入場・着席） 
 
　６番　　　　　山脇委員へ、ただ今の案件につきましては、異議なしということで承認され

たことをご報告申し上げます。山脇委員の案件が終わりましたので、ここで議

長を会長に交代します。 
 

（議長　交代） 
 
議　長 　続きまして、２３ページ番号１５番から１７番の、○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○は１４番　美田委員に係る案件ですので退席を求めます。 
 

（美田委員　退席） 
 
議　長 　それでは、美田委員が退席しましたので事務局より説明をお願いします。 
 
事務局 　２３ページ農地番号１５番でございます。借受経営体は、○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。土地につきましては○○の１筆６２７㎡の水田の促

進計画で、賃借権の設定でございます。その他、農地番号１６番から１７番ま

でを合計いたしまして３筆の６，２５１㎡の水田の促進計画で、賃借権の設定

でございます。以上でございます。 
 
議　長　　　　　ただ今、美田委員の案件について事務局より説明がありました。議案に対す

る質疑を求めます。 
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（なしの声） 
 
議　長 　質疑がないようですので、ただ今の案件につきまして、賛成の農業委員の方

の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 
議　長　　　　　ありがとうございました。全員賛成ということで承認といたします。それで

は、美田委員の入場を求めます。 
 

（美田委員　入場・着席） 
 
議　長　　　　　美田委員へ、ただ今の案件につきましては、異議なしということで承認され

ましたことをご報告申し上げます。 
 　続きまして、２６ページ番号６７番から７０番は、山下推進委員に係る案件

ですので退席を求めます。 
 

（山下委員　退席） 
 
議　長 　それでは、山下委員が退席しましたので事務局より説明をお願いします。 
 
事務局 　２６ページ農地番号６７番でございます。借受経営体は、○○○○○。土地

につきましては○○○○○の１筆２，０９４㎡の水田の促進計画で、賃借権の

設定でございます。その他、農地番号６８番から７０番までを合計いたしまし

て４筆の７，３１５㎡の水田の促進計画で、賃借権の設定でございます。以上

でございます。 
 
議　長　　　　　ただ今、説明がありました。議案に対する質疑を求めます。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　質疑がないようですので、ただ今の案件につきまして、賛成の農業委員の方

の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 
議　長　　　　　ありがとうございました。全員賛成ということで承認といたします。それで

は、山下委員の入場を求めます。 
 

（山下委員　入場・着席） 
 
議　長　　　　　山下委員へ、ただ今の案件につきましては、異議なしということで承認され

ましたことをご報告申し上げます。 
続きまして３０ページ番号１５０番は、田倉推進委員に係る案件ですので退

席を求めます。 
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（田倉委員　退席） 
 
議　長 　それでは、田倉委員が退席しましたので事務局より説明をお願いします。 
 
事務局 　３０ページ農地番号１５０番でございます。貸出契約名義人は○○○○。借

受経営体は、○○○○。土地につきましては○○の１筆３，９８３㎡、取扱い

面積３，５００㎡の水田の促進計画で、賃借権の設定でございます。以上でご

ざいます。 
 
議　長　　　　　ただ今、事務局より説明がありました。議案に対する質疑を求めます。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　質疑がないようですので、挙手による採決を求めます。ただ今の案件につき

まして、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 
議　長　　　　　ありがとうございました。全員賛成ということで承認といたします。それで

は、田倉委員の入場を求めます。 
 

（田倉委員　入場・着席） 
 
議　長　　　　　田倉委員へ、ただ今の案件につきましては、異議なしということで承認され

ましたことをご報告申し上げます。 
続きまして３５ページ農地番号１番から１２番の売買関係は、１２番　數馬

委員に係る案件ですので退席を求めます。 
 

（數馬委員　退席） 
 
議　長 　それでは、數馬委員が退席しましたので事務局より説明をお願いします。 
 
事務局 　３５ページでございます。売買関係でございます。所有権を移転する者、○

○○○○○○○○の○○○さんから公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機

構に移転して、次に機構から○○の○○○さんに所有権を移転する計画でござ

います。移転する土地は○○○、○○○の１２筆５，２９３㎡の水田でござい

ます。対価は２００，０００円、１０アールあたりですと３７，７８５円でご

ざいます。以上でございます。 
 
議　長　　　　　ただ今、數馬委員の案件について事務局より説明がありました。議案に対す

る質疑を求めます。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　質疑がないようですので、挙手による採決を求めます。ただ今の案件につき

まして、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
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（賛成者　挙手） 

 
議　長　　　　　ありがとうございました。全員賛成ということで承認といたします。それで

は、數馬委員の入場を求めます。 
 

（數馬委員　入場・着席） 
 
議　長　　　　　數馬委員へ、ただ今の案件につきましては、異議なしということで承認され

ましたことをご報告申し上げます。 
続きまして３７ページ農地番号１番の売買関係は、８番　吉村委員に係る案

件ですので退席を求めます。 
 

（吉村委員　退席） 
 
議　長 　それでは、吉村委員が退席しましたので事務局より説明をお願いします。 
 
事務局 　３７ページでございます。売買関係でございます。所有権を移転する者、○

○の○○○○さんから公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構に移転して、

次に機構から○○の○○○○さんに所有権を移転する計画でございます。移転

する土地は○○の１筆４８３㎡の水田でございます。対価は１，０００円、１

０アールあたりですと２，０７０円でございます。以上でございます。 
 
議　長　　　　　ただ今の案件について事務局より説明がありました。議案に対する質疑を求

めます。 
 

（なしの声） 
 
議　長 　質疑がないようですので、挙手による採決を求めます。ただ今の案件につき

まして、賛成の農業委員の方の挙手をお願いします。 
 

（賛成者　挙手） 
 
議　長　　　　　ありがとうございました。全員賛成ということで承認といたします。それで

は、吉村委員の入場を求めます。 
 

（吉村委員　入場・着席） 
 
議　長　　　　　吉村委員へ、ただ今の案件につきましては、異議なしということで承認され

ましたことをご報告申し上げます。 
 　以上で該当する出席委員の案件は終了いたしました。それではその他の案件

について、事務局説明をお願いします。 
 
事務局 　ページを戻っていただきまして、２３ページでございます。農用地利用促進

計画につきましては２３ページ番号１番から３０ページ番号１５２番まで合計

２９４，３８２㎡の水田、畑でございます。 
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続きまして３１ページの売買関係でございます。所有権を移転する者、○○

の○○○○さんから、公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構に移転して、

次に機構から○○○の○○○○さんに所有権を移転する計画でございます。移

転する土地は○○○の１筆２６４㎡の水田でございます。対価は８０，０００

円、１０アールあたりですと３０３，０３０円でございます。 
続きまして、３２ページ売買関係でございます。所有権を移転する者、○○

○の○○○○さんから公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構に移転して、

次に機構から○の○○○○さんに所有権を移転する計画でございます。移転す

る土地は○の１筆２，９６８㎡の水田でございます。対価は３００，０００円、

１０アールあたりですと１０１，０７８円でございます。 
続きまして、３３ページの売買関係でございます。所有権を移転する者、○

○○の○○○○さんから公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構に移転し

て、次に機構から○○○の○○○○さんに所有権を移転する計画でございます。

移転する土地は○○○の４筆４，１０２㎡の畑でございます。対価は５００円、

１０アールあたりですと１２１円でございます。 
続きまして、３４ページでございます。売買関係でございます。所有権を移

転する者、○○○の○○○○さん、○○○○さん、○○の○○○○さん、○○

○○○○○の○○○○さんから公益財団法人鳥取県農業農村担い手育成機構に

移転して、次に機構から○○○の○○○○○さんに所有権を移転する計画でご

ざいます。移転する土地は○○の４筆５８３㎡の水田でございます。対価は７

５，０００円、１０アールあたり平均で１２８，６４４円でございます。 
続きまして、３６ページでございます。売買関係でございます。所有権を移

転する者、○○○○○○の○○○○さんから公益財団法人鳥取県農業農村担い

手育成機構に移転して、次に機構から○○○○○の○○○○さんに所有権を移

転する計画でございます。移転する土地は○○○○○の３筆４，３５８㎡の水

田でございます。対価は１９０，０００円、１０アールあたりですと４３，５

９７円でございます。 
続きまして、３９ページでございます。売買関係でございます。所有権を移

転する者、○○○○○○○○○○○○○○○、○○○○○○○さんから公益財

団法人鳥取県農業農村担い手育成機構に所有権を移転する計画でございます。

移転する土地は○○○の３筆１，６８７㎡の畑でございます。対価は１，６８

７円、１０アールあたりですと１，０００円でございます。 
賃借権等受ける者の農業経営の状況につきましては４０ページから４２ペー

ジ、所有権の移転を受ける者の農業経営の状況につきましては、４３ページ記

載のとおりでございます。農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３

項の規定により倉吉市長から協議がありましたので、本会の意見を求めるもの

でございます。 
 
議　長 　ただ今、議案第９号につきまして説明がございました。皆さんから議案に対

する質疑を求めます。ありませんか。はい、鐵本委員。 
 
１３番 　１３番　鐵本です。３９ページですけれども、○○さんが亡くなって財産清

算人が弁護士さんということで、こういうのがありまして。相続人が誰もいな

くて、管理人を指名してこういうような金額になってしまったのかなというよ

うな例で。これからこういうようなことがことが出てくるのではないかなと。

今の時代は不動産というより負の負動産ということになってしまっていますの
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で、しばらくあるかもしれませんね。 
 
議　長 　はい、その他ありませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので、議案第９号について賛成の農業委員の方の挙手をお願い

します。 
 

（賛成者　挙手） 
 

議　長 　ありがとうございました。全員賛成でございますので承認といたします。以

上で議事は終結といたします。 
 　  
（６）その他 
議　長　　　　　続きまして別冊、その他報告･連絡事項をご覧ください。（１）農地法第５条

の規定による許可を必要としない届出書について、栗原主任から説明をお願い

します。 
 
事務局 　（１）農地法第５条の規定による許可を必要としない届出書についてでござ

います。２ページ（１）は倉吉市建設課の発注する工事で工期延伸に伴う一時

転用で転用期間、届出地は記載のとおりでございます。３ページ（２）は鳥取

県の県土整備局道路都市課の発注工事に伴う一時転用で請負業者、転用期間、

届出地は記載のとおりでございます。以上でございます。 
 
議　長 　はい、続きまして（２）あっせん申出のあった農地及びあっせん委員の選任

について岩田主幹からお願いします。 
 
事務局 　はい、５ページのあっせん申出のあった農地及びあっせん委員の選任につい

てということです。今回は１件ございました。 
相談者は○○○○○さんで○○の水田であります。相談内容は売買というこ

とであります。以上、あっせん委員の選任についてよろしくお願いいたします。 
 
議　長 　○○ですね、福井委員と福井推進委員でお願いします。続きまして、あっせ

ん活動の状況について。１番、藤原委員お願いします。 
 
藤原推進委員 　推進委員の藤原です。ここは隣接する２筆合計４，３００㎡と併せて、この

８００㎡の耕作について協議を進めております。このままあっせんを続けて参

ります。以上です。 
 
議　長 　 　引き続きよろしくお願いします。続きまして、２番は小谷委員。 
 
小谷推進委員 　○○はイノシシが出るところでして、去年まではある畜産の人が牧草をまい

てしてくれとったんですけど、イノシシが出るし今年の３月で期間が満了にな

りましたのでやめるということで。その他に頼んでいるんですが、まだ良い返

事はありません。今年いっぱいは私が管理をしながら、来年そこを引き受けて
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もらうように努力をしていきたいと思っています。 
 
議　長 　はい、大変ですけどそれではよろしくお願いします。 

次は私ですね。○○○の水田で私の知り合いに○○○がおりまして、よく知

っておりますので連絡をとりました。ここは太陽光発電ができるところではあ

るんですが、道路が狭くて何も持って入ることができないということで業者か

ら断られました。今までどおり數馬委員に耕作をしてもらうしかないじゃない

か、ということで數馬委員にお願いをしているところです。數馬委員よろしい

ですか。 
 

１２番  　はい。 
 
議　長  　ということです。続きまして、松本委員。 

 
１６番 　ここは○○というところで、集落の下のほうです。３反弱の○○○○○は既

に同じ地区の○○○さんが、すぐ田植えができる状態にしていて。上の２つは

もう１０年以上耕作していなくて、原野の状態になっておるのでちょっと難し

いかなということで。それで○○さんに再三電話しまして、どういうふうにし

てほしいかって聞いたら、とにかく私から田んぼが離れてほしいという状況な

ので、売買で○○○さんに話をしております。多分買ってくれるでないかとい

うところまできてます。 
 
議　長 　はい、この件につきましても、○○○さんも○○○さんでよく知っています

ので、私のほうで売買で交渉して進めていきたいと思っております。次は、田

倉委員。 
 
田倉推進委員 　推進委員の田倉です。○○さんから漆の木を植えたいということであっせん

の申し込みがあって、○○の○○さんのところに４反ほどありましてそこに決

まりました。漆はもう植えてあります。ただ、初めて聞いたのですが葉っぱを

鹿が好むということで食われて育たないということもあるので、しばらくは使

用貸借で借りて木が大きくなるかどうか見て、大きくなるようであれば売買し

たいということでまとまっております。以上です。 
 
議　長 　はい、ご苦労様でした。続きまして（４）岩田主幹より農地利用最適化推進

委員の募集状況について説明をお願いします。 
 

事務局 　（４）農地利用最適化推進委員の募集状況についてということで、口頭で報

告をさせていただきます。既にホームページのほうで応募状況は農業委員さん

も含めて公表させていただいております。ご覧になった方もいらっしゃるかな

と思いますが、最適化推進委員さんにつきましては、定数９人に対して１０名

の応募がございました。灘手、社の第２地区について申し込みが超過したとい

うことでございます。４月２１日に候補者の評価委員会を開催しまして、第２

地区の候補者３名については面接による評価を行うということになりました。

面接は５月１５日に行います。 
なお、農業委員さんにつきましては定数１９人に対して１９名の応募という

ことでございます。任命については議会での議決によりますので、市長部局の
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案件となります。職員課の対応となりますが、今回は新たに募集された方を対

象に１５日に面接が行われます。以上でございます。 
 
議　長 　はい。（５）その他、農業委員会の業務執行体制等に係るヒアリングの実施の

参加者について。 
 
事務局 　はい、今後予定にありましたように、５月２１日に農水省の農業委員会の業

務執行体制等に係るヒアリングがウェブにて行われます。農業委員会側の参加

者として、会長、職務代理、農業委員、推進委員、事務局長には参加をいただ

きたいとの要望でございます。つきましては、農業委員さん、推進委員さんか

ら、１名ずつどなたかの選出をお願いしたいということでございます。ご多忙

の折ですが、よろしくお願いいたします。 
 
議　長  　誰か意見を言ってみたいというような方がおられましたら。 
   
   （調整） 
   
議　長 　美田委員、小谷推進委員にお願いします。職務代理がどうしても出席できな

い場合は室山委員にお願いします。その他皆さんありませんか。はい、藤井職

務代理。 
 
　６番 　農林課さんに確認なんですけど、親元就農で冬場に収入がないからアルバイ

トすると補助金は返さないといけないかということで。ある人がそういう話を

していたのでそれはだめだって言ってしまったんですけど、聞いたら農林課へ

問い合わせした人が大丈夫というようなことを言っておられて。ちょっと教え

てください。 
 
議　長 　農林課、お願いします。 
 
農林課 　担当がいないので。 
 
議　長 　確か時間数で判断されると聞いております。この前ちょうど聞いたんで。確

認しておいてください。来月担当者を呼びますので。 
 　その他、ありませんか。 
 

（なしの声） 
  
議　長 　ないようですので本日の農業委員会会議は閉会といたします。お疲れ様でし

た、ご苦労様でした。 
 
 
 

―　午後３時５５分　閉　会　― 
 


